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保安規定変更認可申請と使用変更許可の対比表（南地区・使用施設） 

保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

(職務) 

第 5条 使用施設等の保安に関する各職位と職務は次のとおりとする。 

(1)～(21)  （変更なし） 

(22) 燃料材料開発部長は、次号から第２６２５号までに掲げる保安活動を統括する。 

(23)  （変更なし） 

(24) 集合体試験課長は、ＦＭＦに関する核燃料物質等の取扱業務、並びに施設の運転及

び保守業務を行うとともに、ＡＧＦ、ＭＭＦ及びＭＭＦ－２に関する核燃料物質等（放

射性廃棄物を除く。）の運搬業務を行う。ただし、第１８号、第２１号及び第３３号に

掲げる業務を除く。 

(25)  （変更なし） 

(26) 材料試験課長は、ＭＭＦ及びＭＭＦ－２に関する核燃料物質等の取扱業務、並びに

施設の運転及び保守業務を行う。ただし、第１８号、第２１号、第２４号及び第３３号

に掲げる業務を除く。 

(27)～(33)  （変更なし） 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

共通編 添付書類 4 の図 2 の保

安管理組織図に示す MMF,MMF-2

が施行令 41 条非該当となった

ため、保安規定から MMF,MMF-2

に関する記載を削除するので、

許可書との齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

（管理区域） 

第３１条 管理区域は、ＡＧＦについては別図第３、ＭＭＦについては別図第４、ＭＭＦ

－２については別図第５、ＦＭＦについては別図第６、ＷＤＦについては別図第７、Ｊ

ＷＴＦについては別図第８、ＩＲＡＦについては別図第９に掲げる区域とする。ただし、

ＷＤＦの管理区域を別表第１２に従い区分する。 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 

 

（放射線管理用機器類の管理） 

第５０条 放射線管理第１課長は、別表第２０及び別表第２３から別表第２６までに掲げ

る放射線管理用機器を備えつける。 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 

 

（固体廃棄物の廃棄） 

第５３条 作業担当課長は、固体廃棄物を封入し廃棄する場合は、別表第３０に掲げると

ころに従い、線量当量率又は放射性物質の含有量に応じ分類したのち、カートンボック

ス、ペール缶又はドラム缶等（以下「所定の容器」という。）に収納し、それぞれの容器

に廃棄物の内容、主な核種とその量、線量当量率を明示する。 

２ 作業担当課長は、前項において、汚染拡大防止の措置が必要な物については、ビニル

バッグ、ビニルシート又はビニル袋等で汚染拡大防止の措置を講じ、所定の容器に収納

する。 

３ 作業担当課長は、第１項において、所定の容器に収納することが困難なフィルタにつ

いて、ビニルシート又はビニル袋で包装するなど汚染拡大防止の措置を講じる。 

４ 作業担当課長は、第１項において、所定の容器に収納することが困難な大型機械等に

ついて、ビニルシート又はビニル袋で包装するなど汚染拡大防止の措置を講じる。ただ

し、ＷＤＦにあっては、大型機械等を固体廃棄物としてセル又はホールに受け入れ、前

処理を実施することができる。 

５ 作業担当課長は、第１項から第４項の措置を講じた固体廃棄物について、放射性廃棄

物を示す標識及び整理番号を表示するとともに、別表第１１第２項(ﾘ)及び(ﾇ)に従い記

録する。 

６ 管理区域管理者は、前項の記録を別表第１１第２項(ﾘ)及び(ﾇ)に従い保存する。 

７ 管理区域管理者は、第１項の所定の容器を確認し、環境技術課長に引き渡す。 

８ 管理区域管理者（高速炉第１課長及び高速炉照射課長を除く。）は、第１項に基づきＡ

ＧＦ、ＭＭＦ、ＭＭＦ－２及びＦＭＦから固体廃棄物をＷＤＦで前処理するために環境

技術課長に引き渡す場合は、臨界管理上有意な量の核燃料物質を含んだ物を引き渡して

はならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

（液体廃棄物の容器による廃棄） 

第５４条 作業担当課長は、液体廃棄物を容器により廃棄する場合は、水溶液と有機溶液

とに区分し、別表第３１により分類し、それぞれ所定の容器に入れ、かつ有害な化学反

応を起こさないような措置を講じる。また、容器ごとに廃棄物の内容、主な核種とその

量、線量当量率を明示する。 

２ 管理区域管理者は、前項の容器を確認し、環境技術課長に引き渡す。 

３ 液体廃棄物中のアルファ放射性物質濃度が別表第３１における基準以上の場合は、Ｗ

ＤＦについては環境技術課長が廃液処理装置により、ＭＭＦ及びＦＭＦについては高速

炉第１課長がＪＷＴＦの廃棄物処理設備により、ＡＧＦについては燃料試験課長が廃液

処理装置によりそれぞれ処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF の記載を

削除するので、許可書との齟齬

はない。 

 

（廃液タンクの液体廃棄物の廃棄） 

第５６条 管理区域管理者は、第５４条に定める以外の液体廃棄物を廃棄する場合は、発

生元ごとに別表第３２に掲げる区分に従って廃液タンクに貯留し、一般排水溝に排出す

ることができない液体廃棄物については保管したのち、廃液輸送管によりＪＷＴＦ又は

大洗研究所の廃棄物管理施設（以下「廃棄物管理施設」という。）に移送する。また、廃

液輸送管で移送することができない場合には、環境技術課長に引き渡す。 

なお、廃液タンクに貯留した液体廃棄物をＪＷＴＦへ移送するときは、ＭＭＦ及びＷ

ＤＦからは専用の廃液運搬車を使用し、ＦＭＦからは廃液輸送管を使用する。 

２ 管理区域管理者は、臨界管理上有意な量の核燃料物質を含む液体廃棄物を移送しては

ならない。 

３ 高速炉第１課長は、液体廃棄物をＪＷＴＦに受け入れる場合は、液体廃棄物Ａ受入タ

ンク又は液体廃棄物Ｂ受入タンクに受入れ、別表第３１に掲げる液体廃棄物Ａの放射性

物質濃度基準を超えるものについては、廃棄物処理設備により蒸発濃縮処理、固化処理

等を行う。 

４ 液体廃棄物中のアルファ放射性物質濃度が別表第３１における基準以上の場合は、Ｗ

ＤＦについては環境技術課長が廃液処理装置により、ＭＭＦ及びＦＭＦについては高速

炉第１課長がＪＷＴＦの廃棄物処理設備により、ＡＧＦについては燃料試験課長が廃液

処理装置によりそれぞれ処理する。 

《以下省略》 

 

 

 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF の記載を

削除するので、許可書との齟齬

はない。 

 

第６３条 環境技術課長は、管理区域管理者から引き渡された固体廃棄物及び第５４条に

定める液体廃棄物を廃棄物管理施設に引き渡す場合には、次の各号に定めるところによ

り行う。 

(1) 放射性廃棄物が別表第３０及び別表第３１に掲げる線量当量率又は放射性物質含有

量の基準又は放射性物質濃度の基準に従って、分類並びにそれらの表示がなされている

ことを確認すること。 

(2) アルファ線を放出する放射性物質を含むものにあっては、放射性廃棄物に含まれるア

ルファ線を放出する放射性物質の含有量が表示されていることを確認すること。 

(3) 廃棄物管理施設に運搬する場合は、専用の運搬車で行うとともに、引き渡し数量、内

容物、線量当量率等の表示を確認して廃棄物管理施設に引き渡すこと。 

２ 環境技術課長、高速炉第１課長及び燃料試験課長は、第５６条に定める液体廃棄物を

廃棄物管理施設に引き渡す場合には、次の各号に定めるところにより行う。 

(1) 液体廃棄物が別表第３１に掲げる放射性物質濃度の基準に従って、分類されているこ

とを確認すること。 

(2) 廃液タンクに貯留された液体廃棄物を引き渡し先に移送する場合は、ＭＭＦ、ＭＭＦ

－２、ＦＭＦ、ＷＤＦ及びＩＲＡＦにおいては専用の廃液運搬車、ＡＧＦにおいては専

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

用の廃液運搬車又は廃液輸送管、ＪＷＴＦにおいては廃液輸送管により行うこと。ただ

し、廃液輸送管によって移送する液体廃棄物の放射性物質の濃度については、別表第３

１に掲げる液体廃棄物Ａの濃度の基準に従うものとする。 

《以下省略》 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 

 

（放射性廃棄物の保管） 

第６４条 管理区域管理者は、固体廃棄物を環境技術課長に引き渡すまでの間、保管廃棄

施設に保管する。 

２ 前項の保管廃棄施設は、ＡＧＦについては別図第３、ＭＭＦについては別図第４、Ｆ

ＭＦについては別図第６、ＷＤＦについては別図第７、ＪＷＴＦについては別図第８、

ＩＲＡＦについては別図第９に定めるとおりとする。ただし、ＭＭＦ－２において固体

廃棄物を保管する場合は、ＭＭＦの保管廃棄施設で保管する。 

《以下省略》 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 

 

（要員の配置） 

第６５条 施設管理統括者は、使用施設等の核燃料物質等の取扱業務を行う者を確保する。 

２ 放射線管理部長は、使用施設等の放射線管理等の業務を行う者を確保する。 

３ 集合体試験課長は、第５条第１項第２４号の業務を行うために、要員を配置する。 

４ 燃料試験課長は、第５条第１項第２５号の業務を行うために、要員を配置する。 

５ 材料試験課長は、第５条第１項第２６号の業務を行うために、要員を配置する。 

６ 高速炉技術課長は、第５条第１項第２８号の業務を行うために、要員を配置する。 

７ 高速炉第１課長は、第５条第１項第２９号の業務を行うために、要員を配置する。 

８ 高速炉第２課長は、第５条第１項第３０号の業務を行うために、要員を配置する。 

９ 高速炉照射課長は、第５条第１項第３１号の業務を行うために、要員を配置する。 

１０ 環境技術課長は、第５条第１項第３３号の業務を行うために、要員を配置する。 

１１ 施設管理者は、別表第４１に定める設備の操作に関して、設備ごとに担当者を定め

る。 

１２ 放射線管理第１課長は、第５条第１項第１８号の業務を行うために、要員を配置す

る。 

１３ 放射線管理第１課長は、別表第２０及び別表第２３から別表第２６に関して、機器

ごとに担当者を定める。 

１４ 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、核燃料物質等の取扱い

に際し、臨界管理に係る計量管理を行う担当者を定める。 

 

 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 

（臨界管理） 

第７３条 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、核燃料物質の使用、

保管及び運搬を行うときは、いかなる場合においても臨界に達しないようにする。 

２ 核燃料物質の使用及び保管に係る臨界管理は、管理する区域を設定し、質量管理によ

りこれを行う。ただし、ＦＭＦの除染セル、クリーンセル、第２除染セルにおける取扱い

及び集合体キャスクによる移送においては、質量管理及び形状管理によりこれを行う。

質量管理に係る取扱制限量は、それぞれ別表第４０のとおりとする。 

３ ＡＧＦ、ＭＭＦ、ＭＭＦ－２、ＦＭＦ及びＩＲＡＦへ施設外より核燃料物質を受け入

れるときは、次の各号により臨界管理を行う。 

(1) ＭＭＦ、ＭＭＦ－２及びＩＲＡＦにおいて、計量管理を担当する者は、受入れ後の施

設全体の在庫量が取扱制限量以下であることを電算機により事前に確認するとともに、

移動状況について現場確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

(2) ＡＧＦ、ＭＭＦ、ＭＭＦ－２及びＦＭＦにおいて、計量管理を担当する者は、別表第

４０に掲げる受け入れる取扱区域における受入れ後の在庫量が取扱制限量以下であるこ

とを電算機により事前に確認するとともに、移動状況について現場確認を行う。 

４ ＡＧＦ、ＭＭＦ、ＭＭＦ－２及びＦＭＦ内において、別表第４０に掲げる取扱区域間

で核燃料物質を移動するときは、次の各号により臨界管理を行う。 

《以下省略》 

（核燃料物質の使用） 

第７４条 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、セル等（ＭＭＦに

おいては被覆管試験セル、ＭＭＦ－２においては№１セル及び№２－１セルに限る。）

及びフード以外の場所で核燃料物質を使用してはならない。ただし、次の各号に掲げる

核燃料物質を使用する場合並びに、ＩＲＡＦにおいてＦＰソース要素及び核燃料物質は

くを使用する場合並びにＦＭＦ（集束イオンビーム加工装置、透過型電子顕微鏡及び二

次イオン質量分析計）において気密を保持した上で微量の核燃料物質を使用する場合

は、この限りでない。 

(1) 天然ウラン（化合物を含む。）又は劣化ウラン（化合物を含む。） 

(2) 濃縮ウラン（化合物を含む。）、プルトニウム（化合物を含む。）、ウラン－２３３（化

合物を含む。）、濃縮ウラン（化合物を含む。）とプルトニウム（化合物を含む。）の

混合物のいずれかであって密封（電着線源等を含む。）されたもの。 

《以下省略》 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】 

本文 

２.使用の目的及び方法 

整理番号 使用の方法 

1 （変更なし） 

整理番号 使用の方法 

1－① 《省略》 

表 2-1場所別使用方法のうち、電顕室における集束イオンビー

ム加工装置（以下「FIB」という。）及び透過型電子顕微鏡（以下

「TEM」という。）を用いた加工及び観察・分析作業、並びに実験

室における二次イオン質量分析計（以下「SIMS」という。）を用い

た分析作業は、以下の使用の方法及び安全対策に従う。 

（1）試料移送 

FIB、TEM及び SIMS で使用する試料は、その全放射能量が核

燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の九の二のロで

規定されるセル等の気密設備の使用を要しない放射能量

（37MBq）未満であることを Ge 半導体検出器等を用いて金相

セルグローブポート（P-18）内で確認した後、金相セルグロー

ブポート（P-18）より気密状態を維持させたままバッグアウト

により搬出する。搬出物は金属容器に収納して電顕室又は実

験室に移送する。 

金相セルから移送された試料は、電顕室又は実験室の各装

置の試料導入部に放射性物質の閉じ込め機能として接続され

た試料交換用ボックスに搬入する。各装置での試料交換時は、

試料交換の都度、試料交換用ボックスを試料導入部に接続し、

試料交換用ボックス内で金属容器からの試料取出し及び各装

置内への試料搬入を行う。さらに、各装置間で試料を移送する

際は、各試料交換用ボックス間で移送する。 

《省略》 
 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

使用の方法 1-①の変更に対応

する条文の変更であり、齟齬は

ない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

（燃料研究棟のプルトニウム・濃縮ウランの酸化処理に伴う安全対策） 

第７４条の３ 燃料試験課長は、燃料研究棟のプルトニウム・濃縮ウラン試料（以下この

条において「試料」という。）の酸化処理が完了するまでは、試料が第３条の３の｢核燃

料物質の取扱いに関する管理基準」を満たしていないため、施設内の試料の移動作業、

試料のバッグイン及びバッグアウト作業並びに試料の酸化処理におけるグローブボッ

クス作業において、作業員に全面マスクを着用させて内部被ばくの防止の措置を講ず

る。 

２ 燃料試験課長は、試料を収納した金属容器のバッグアウト時には金属容器表面及びバッ

グ表面の汚染検査を行うとともに、金属容器を金属製の気密容器に収納した上で移動す

る。 

３ 燃料試験課長は、酸化処理における加熱時は、消火剤を設置する等の火災対策を行うと

ともに、常時監視を実施して安全を確保する。 

４ 燃料試験課長は、試料の酸化処理に係る作業を行う場合、別表第４４で必要とされる十分

な力量を有する者を作業に充てる。 

 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

本文 

２.使用の目的及び方法 

整理番号 使用の目的 

1 

①《省略》 

②燃料研究棟の試料の酸化処理を行う（別添 1 燃料

研究棟のプルトニウム・濃縮ウラン貯蔵容器の開封点

検等に係る使用の方法（照射燃料試験施設）参照）。  

②福島第一原子力発電所内で採取した 1F 燃料デブリ

（溶融した燃料成分が構造材を巻き込みながら固化

した物、切り株状燃料及び損傷ペレットをいう。以下

同じ。）の分析を行う。  
 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、使

用の目的②の変更に対応する条文

の削除であり、齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

別表第１ 対象使用施設等（第２条、第５条） 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 第５欄 

使用施設等 

 

設備区分 放射線管理用機器 

主要設備等 付帯設備 施設内管理

用 

施設外管理用 

(1)  照射燃料

試験施設 (以

下｢ＡＧＦ｣と

いう｡) 

 

 

(1) セル等 

(2) フード 

(3) 廃液設備 

(4) 廃液処理装置 

(5) その他付帯設備以外

の設備 

(1) 換気設備 

(2) 電源設備 

(3) 非常用電

源設備 

 

別表第２０

に掲げる放

射線管理用

機器 

 

別表第１７及

び別表第１９

に掲げる放射

線管理用機器 

 

(2)  照射材料

試験施設 (以

下｢ＭＭＦ｣と

いう｡) 

 

(1) セル等 

(2) フード 

(3) 廃液設備 

(4) その他付帯設備以外

の設備 

別表第２１

に掲げる放

射線管理用

機器 

(3)  第２照射

材料試験施設（

以下「ＭＭＦ－

２」という。） 

(1) セル等 

(2) フード 

(3) 廃液設備 

(4) その他付帯設備以外

の設備 

別表第２２

に掲げる放

射線管理用

機器 

(2)  照射燃料

集合体試験施

設(以下｢ＦＭ

Ｆ｣という｡) 

 

(1) セル等 

(2) フード 

(3) 廃液設備 

(4) その他付帯設備以外

の設備 

別表第２３

に掲げる放

射線管理用

機器 

(3)  固体廃棄

物前処理施設（

以下「ＷＤＦ」

という。） 

 

(1) セル等 

(2) フード 

(3) 廃液処理装置 

(4) その他付帯設備以外

の設備 

別表第２４

に掲げる放

射線管理用

機器 

(4)  廃棄物処

理建家（以下「

ＪＷＴＦ」とい

う。） 

 

(1) セル等 

(2) フード 

(3) 廃棄物処理設備 

(4) その他付帯設備以外

の設備 

別表第２５

に掲げる放

射線管理用

機器 

(5)  照射装置

組立検査施設（

以下「ＩＲＡＦ

」という。） 

(1) 廃液設備 

(2) その他付帯設備以外

の設備 

別表第２６

に掲げる放

射線管理用

機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

別表第２ 施設管理者一覧（第３条） 

施設名 施設管理者 

(1) ＡＧＦ 燃料試験課長 

(2) ＭＭＦ 材料試験課長 

 (3) ＭＭＦ－２ 

(2) ＦＭＦ 集合体試験課長 

(3) ＷＤＦ 環境技術課長 

(4) ＪＷＴＦ 高速炉第１課長 

(5) ＩＲＡＦ 高速炉照射課長 
 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 

 

別表第３ 管理区域管理者一覧（第３条） 

施設名 管理区域区分 管理区域管理者 

(1) ＡＧＦ 第一種管理区域 燃料試験課長 

 第二種管理区域 

(2) ＭＭＦ 第一種管理区域 材料試験課長 

 (3) ＭＭＦ－２ 第一種管理区域 

(2) ＦＭＦ 第一種管理区域 集合体試験課長 

(3) ＷＤＦ 第一種管理区域 環境技術課長 

(4) ＪＷＴＦ 第一種管理区域 高速炉第１課長 

(5) ＩＲＡＦ 第一種管理区域 高速炉照射課長 
 

 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 

 

別表第２１ ＭＭＦ放射線管理用機器の測定箇所及び使用方法（第５０条、第６５条） 

放射線管理用機器 測定線種 数量 測定項目 

エリアモニタ γ ６台 管理区域内のγ線の線

量率 

非常用モニタ γ ３台 臨界事故の検出 

排気モニタ 

 βγダストモニタ   

 αダストモニタ    

 ヨウ素モニタ     

 ガスモニタ      

α、βγ、γ 

 

 

 

 

各１台 

 

 

 

 

排気中の放射性じんあい

、放射性ガスの濃度 

 

 

 

室内ダストモニタ 

 

βγ 

 

検出器３台 

吸引端２０ヶ所 

管理区域内の空気中の放

射性じんあいの濃度 

 

ハンドフットモニタ 

 

 

βγ 

 

 

２台 

 

サービスエリアから操作

室、操作室から管理区域

外へ退出する者の手足、

衣服等の表面密度 

サーベイメータ α、βγ、γ １式 線量率並びに表面密度 
 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF の記載を

削除するので、許可書との齟齬

はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

別表第２２ ＭＭＦ－２放射線管理用機器の測定箇所及び使用方法（第５０条、第６５

条） 
放射線管理用機器 測定線種 数量 測定項目 

エリアモニタ 

 

γ 

 

５台 

 

管理区域内のγ線の線量

率、臨界事故の検出＊ 

排気モニタ 

 βγダストモニタ   

 αダストモニタ    

 ヨウ素モニタ     

 ガスモニタ      

α、βγ、γ 

 

 

 

 

各１台 

 

 

 

 

排気中の放射性じんあい、

放射性ガスの濃度 

 

 

 

室内ダストモニタ 

 

βγ 

 

検出器２台 

吸引端１２ヶ所 

管理区域内の空気中の放

射性じんあいの濃度 

 

ハンドフットモニタ 

 

 

βγ 

 

 

２台 

 

サービスエリアから操作

室、操作室から管理区域外

へ退出する者の手足、衣服

等の表面密度 

サーベイメータ α、βγ、γ １式 線量率並びに表面密度 

＊：３台が臨界事故の検出機能を合わせ持つ 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF-2 の記載

を削除するので、許可書との齟

齬はない。 

 

別表第３２ 各施設の廃液タンクにおける発生元の分類（第５６条、第５７条） 

施設 廃液タンク 発生元 

ＡＧＦ 

 

 

 

放出前廃液タンク 

液体廃棄物Ａタン

ク 

 

液体廃棄物Ｂタン

ク 

手洗、暗室排水、床排水、排気筒雨水 

№１、№３～№７セル、ローディングセルの床排水、ホッ

ト更衣室、化学室の手洗及び床排水、№11セル内排水 

№８、№９セルの床排水、グローブボックス及びフード内

排水 

ＭＭＦ 

 

 

放出前廃液タンク 

液体廃棄物Ａタン

ク 

液体廃棄物Ｂタン

ク 

手洗、床排水、試験機冷却水、暗室排水、補機室排水 

βγセル床排水、サービスエリア床排水、ホット更衣室床

排水 

サービスエリア床排水、保守室の流し及び床排水 

ＭＭＦ－２ 放出前廃液タンク 

 

手洗、床排水、試験機冷却水、サンプリングフード用排水

、鉄セル空調機排水 

ＦＭＦ 

 

 

 

 

 

 

 

既 

設 

施 

設 

液体廃棄物Ａタ

ンク 

液体廃棄物Ｂタ

ンク 

 

 

１階、３階、地下１階、地下２階の手洗及び床排水 

 

除染セル、クリーンセル、トランスファトンネル、キャス

クコリダ、ナトリウム洗浄室（機器用）、リペア室の床排

水、地下２階の手洗及び床排水 

増 

設 

施 

設 

液体廃棄物Ａタ

ンク 

液体廃棄物Ｂタ

ンク 

 

３階、地下１階、地下２階の手洗及び床排水 

 

第２除染セル、第２キャスクコリダ、第２キャスク保管室

の床排水、地下２階の手洗及び床排水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

ＷＤＦ 

 

 

 

放出前廃液貯槽 

液体廃棄物Ａ貯槽 

α廃液貯槽 

 

ポンプ冷却水、蒸発缶スチーム排水 

手洗、暗室排水、床排水、蒸発缶凝縮水 

αセル、βγセル、αホール、キャスク除染室の床排水及

び機器ドレン、地下１階の手洗及び機器ドレン 

ＪＷＴＦ 

 

 

 

 

 

 

液体廃棄物Ａ受入

タンク 

 

液体廃棄物Ｂ受入

タンク 

 

廃液移送タンク 

ドレンサンプタン

ク 

蒸気ドレンピット 

高速実験炉「常陽」とその附属施設、ＦＭＦ、ＷＤＦ、 洗

濯設備、蒸気ドレンピット、手洗 

 

高速実験炉「常陽」とその附属施設、ＦＭＦ、ＭＭＦ、ド

レンサンプタンク、洗浄廃液受入タンク、液体廃棄物Ａ受

入タンク、 

液体廃棄物Ａ受入タンク、廃液凝縮水 

床ドレン、機器ドレン 

 

蒸気ドレン 

ＩＲＡＦ 貯留タンク 手洗、暗室排水、床排水 
 

 

 

 

 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF の記載を

削除するので、許可書との齟齬

はない。 

 

別表第３３ 一般排水溝へ放出する液体廃棄物の放出管理目標値（第５６条、第５９条） 

施設 期間 放出量（ＧＢｑ） 

大洗研究所（南地区）全体 １年 ３.７ ×１０ -1 

ＡＧＦ １年 ４.４ ×１０ -2 

ＭＭＦ １年 ２.２ ×１０ -2 

ＭＭＦ－２ １年 ２.２ ×１０ -2 

ＦＭＦ １年 ８.８８×１ ０ -2 

ＷＤＦ １年 ４.４ ×１ ０ -2 

ＪＷＴＦ １年 ８.８８×１ ０ -2 
 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 

 

別表第３４ 気体廃棄物の放出管理目標値（第５８条、第５９条） 

施設 

 

期間 

 

排気口における放射

性物質*の放出量（Ｇ

Ｂｑ） 

排気口におけるよう素１

３１の放出量（ＧＢｑ） 

ＡＧＦ １年 ３.０６×１ ０ 3 ５.２０×１ ０ -2 

ＭＭＦ １年 ３０.３ ５.７９×１ ０ -3 

ＭＭＦ－２ １年 ３.０３×１ ０ 3 ５.７８×１ ０ -2 

ＦＭＦ １年 ２.０４×１ ０ 4 ６.９２×１ ０ -2 

＊：放射性物質の主なものは希ガスである。 

 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

別表第３６ 負圧及び負圧警報設定値（第６７条、第７０条） 

(2) ＭＭＦ 

設備名等 負圧設定値 負圧警報設定値 

被覆管試験セル 

 

 

２００Ｐａ以上 

（２０ｍｍＨ2０以上） 

（セル－操作室間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－操作室間） 

ローディングセル 

 

 

１５０Ｐａ以上 

（１５ｍｍＨ2０以上） 

（セル－操作室間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－操作室間） 

グローブボックス（被覆管試

験セル） 

 

 

２００Ｐａ以上 

（２０ｍｍＨ2０以上） 

（グローブボックス－サー

ビスエリア間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（グローブボックス－サー

ビスエリア間） 

グローブボックス（ガス分析

室） 

 

 

１５０Ｐａ以上 

（１５ｍｍＨ2０以上） 

（グローブボックス－ガス

分析室間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（グローブボックス－ガス分

析室間） 

セルグローブボックス（保守

室） 

 

２００Ｐａ以上 

（２０ｍｍＨ2０以上） 

（グローブボックス－保守

室間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（グローブボックス－保守

室間） 

注；負圧設定値の「以上」は負圧の深い側を意味する 

 

(3) ＭＭＦ－２ 

設備名等 負圧設定値 負圧警報設定値 

No.１セル、 No.２-１セル 

 

 

２００Ｐａ以上 

（２０ｍｍＨ2０以上） 

（セル－操作室間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－操作室間） 

No.２-２セル、 No.３セル、

No.４セル 

 

１５０Ｐａ以上 

（１５ｍｍＨ2０以上） 

（セル－操作室間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－操作室間） 

グローブボックス（気密型） 

 

 

 

２００Ｐａ以上 

（２０ｍｍＨ2０以上） 

（グローブボックス－サー

ビス 

エリア間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（グローブボックス－サー

ビスエ 

リア間） 

グローブボックス（負圧型） 

 

 

 

１５０Ｐａ以上 

（１５ｍｍＨ2０以上） 

（グローブボックス－サー

ビス 

エリア間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（グローブボックス－サー

ビスエリア間） 

注；負圧設定値の「以上」は負圧の深い側を意味する 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

別表第３７ セル等内火災に関する消火設備等（第６７条） 

(2) ＭＭＦ 

セル等名称 消火設備等 備考 

被覆管試験セル、ローディングセル 

 

消火器具、 

粉末消火剤 

給気弁を閉止す

る 

 

グローブボックス 粉末消火剤  

 

(3) ＭＭＦ－２ 

セル等名称 消火設備等 備考 

No.１セル、No.２-１セル、No.２-２セル

、No.３セル、No.４セル 

ハロゲン化物消火設

備、 

粉末消火剤 

給気弁を閉止す

る 

 

グローブボックス 粉末消火剤  

 

(4) ＦＭＦ （省略） 

(5) ＷＤＦ （省略） 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 

 

別表第３９ 年間予定使用量（第７２条） 

(2) ＭＭＦ 

核燃料物質の種類 

 

年間予定使用量 

最大存在量 延べ取扱量 

(1) 天然ウラン及びその化合物 １０００ｇ－Ｕ １０００ｇ－Ｕ 

(2) 劣化ウラン及びその化合物 １５００ｇ－Ｕ １５００ｇ－Ｕ 

(3) 濃縮ウラン及びその化合物 

濃縮度 ２０％未満 

濃縮度 ２０％以上 

 

３３０ｇ－Ｕ 

１３５ｇ－Ｕ 

 

３５０ｇ－Ｕ 

１５０ｇ－Ｕ 

(4) プルトニウム及びその化合物 １０５ｇ－Ｐｕ ５００ｇ－Ｐｕ 

(5) トリウム及びその化合物 ５０ｇ－Ｔｈ ５０ｇ－Ｔｈ 

(6) 上記物質(3)及び(4)を含む物質＊ ５７０ｇ－Ｕ・Ｐｕ １０００ｇ－Ｕ・Ｐｕ 
 ＊：(6)は、(3)及び(4)の内枠の合算値である。 

 

(3) ＭＭＦ－２ 

核燃料物質の種類 

 

年間予定使用量 

最大存在量 延べ取扱量 

(1) 天然ウラン及びその化合物 １０００ｇ－Ｕ １０００ｇ－Ｕ 

(2) 劣化ウラン及びその化合物 ４０００ｇ－Ｕ ４０００ｇ－Ｕ 

(3) 濃縮ウラン及びその化合物 

濃縮度 ２０％未満 

濃縮度 ２０％以上 

 

６６０ｇ－Ｕ 

２７０ｇ－Ｕ 

 

１０００ｇ－Ｕ 

５００ｇ－Ｕ 

(4) プルトニウム及びその化合物 ２１０ｇ－Ｐｕ １０００ｇ－Ｐｕ 

(5) トリウム及びその化合物 ５０ｇ－Ｔｈ ５０ｇ－Ｔｈ 

(6) 上記物質(3)及び(4)を含む物質＊ １１４０ｇ－Ｕ・Ｐｕ ２５００ｇ－Ｕ・Ｐｕ 
 ＊：(6)は、(3)及び(4)の内枠の合算値である。 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

別表第４０ 核燃料物質取扱制限量（第７３条） 

(1) ＡＧＦ 

取扱区域 制限量（ｸﾞﾗﾑ）＊１ 

ローディングセル、№１-２セル、№３-１セル、№

４セル、№５セル、№６セル、№７セル、№８セル

、№９セル 

各２２０ 

 

№３-２セル、Ｌ-１セル、Ｌ-２セルの一括区域 

 

３つのセル全体の合計で 

２２０ 

№１-１セル ２,６００＊２ 

  

 

 

 

 

鉛セル全域(№１１セル、№１２セル、№１３セル

、№１４セル、№１５セル、№１６セル、№１７セ

ル、№１８セルの一括区域) 

鉛セル全体の合計で 

２２０ 

 

化学室全域(化学ボックス、№１３グローブボック

ス、№１４グローブボックス、№１５グローブボッ

クス、フード５、フード６の一括区域) 

 

化学室全体の合計で 

２２０ 

但し、フードについては 

２２０のうち各０.０１６とする 

実験室全域(№４グローブボックス、№５グローブ

ボックス、№６グローブボックス、№７グローブボ

ックス、№８グローブボックス、フード３、フード

４の一括区域) 

 

 

実験室全体の合計で 

２２０ 

但し、フードについては 

２２０のうち各０.０１６とする 

ホット工作室全域（No.１７グローブボックス、No.

１８グローブボックスの一括区域） 

ホット工作室全体の合計で 

２２０ 

  

恒温室(№１６グローブボックス) ２２０ 

測定室全域（No.１２グローブボックス、質量分析

用グローブボックスの一括区域） 

測定室全体の合計で 

２２０ 

キャスク 

 

１キャスクにつき 

２,６００＊２ 

＊１：ウラン２３５、ウラン２３３及びプルトニウム全核種の合計量について適用する。 

＊２：乾燥系に限る。 

＊３：未照射試料に限る。プルトニウムの場合は密封に限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

表 2-3 2) 取扱制限量  

使用場所  計量単位区域  
臨界管理

方式  
系区分  

制限量

（ g）  

化学室  

化学ボックス  質量管理  減速系  220 

№ 13 グローブボックス  質量管理  減速系  220 

№ 14 グローブボックス  質量管理  減速系  220 

№ 15 グローブボックス  質量管理  減速系  220 

フード 5 質量管理     16(mg)

 
フード 6 質量管理     16(mg) 

実験室  

№ 4 グローブボックス  質量管理  減速系  220 

№ 5 グローブボックス  質量管理  減速系  220 

№ 6 グローブボックス  質量管理  減速系  220 

№ 7 グローブボックス  質量管理  減速系  220 

№ 8 グローブボックス  質量管理  減速系  220 

フード 3 質量管理     16(mg)

 
フード 4 質量管理     16(mg)

 
除染室  № 10 グローブボックス  質量管理  減速系  220 

ホ ッ ト 工

作室  

№ 17 グローブボックス  質量管理  減速系  220 

№ 18 グローブボックス  質量管理  減速系  220 

廃 液 処 理

 

№ 11 グローブボックス  質量管理  減速系  220 

測定室  

№ 12 グローブボックス  質量管理  減速系  220 

質量分析用グローブボ

ックス  
質量管理  減速系  220 

操作室＊   質量管理  減速系  220 

恒温室  № 16 グローブボックス  質量管理  減速系  220 

キ ャ ス ク

保管室  
1 キャスクにつき  質量管理  乾燥系  2,600 

試 料 入 り

キ ャ ス ク

置場  

1 キャスクにつき  質量管理  乾燥系  2,600 

サ ー ビ ス

エリア  

1 キャスクにつき  質量管理  乾燥系  2,600 

その他＊  質量管理  減速系  220 

備考  制限量はウラン－ 235、ウラン－ 233、プルトニウム全核種の

合計量について適用する。  

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3 年 6 月 22 日付け）に基づき、

表 2-3 2)取扱制限量の変更に対

応する別表の変更であり、齟齬

はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

 

 

注；ＦＭＦ及びＭＭＦのキャスクを使用する場合は、当該キャスクの制限量に従う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 未照射燃料に限る。プルトニウムは密封したものに限る。 

 

【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】 

表 2-3 最大取扱核燃料物質重量（2/3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

MMF キャスクの FMF への移管に

伴う FMFの表 2-3最大取扱核燃

料物質重量の変更に対応する

別表注釈の変更であり、齟齬は

ない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

(2) ＭＭＦ 

取扱区域 制限量（ｸﾞﾗﾑ）＊１ 

施設全体 ２２０ 

  

  

キャスク キャスク２基の合計で 

２２０＊２＊３ キャスク２ 

＊１：ウラン２３５及びプルトニウム全核種の合計量について適用する。 

＊２：乾燥系に限る。 

＊３： 天然ウラン、劣化ウラン以外については密封に限る。 

注；ＦＭＦ及びＡＧＦのキャスクを使用する場合は、当該キャスクの制限量かつ施設全体

の制限量に従う。 

 

(3) ＭＭＦ－２ 

取扱区域 制限量（ｸﾞﾗﾑ）＊１ 

施設全体 ４４０ 

  

No.２－１セル ２２０ 

No.２－２セル ４４０＊２＊３ 

No.３セル ２２０＊３ 

  

＊１：ウラン２３５及びプルトニウム全核種の合計量について適用する。 

＊２：乾燥系に限る。 

＊３：天然ウラン、劣化ウラン以外については密封に限る。 

注；ＦＭＦ及びＡＧＦ並びにＭＭＦのキャスクを使用する場合は、当該キャスクの制限量

かつ施設全体の制限量に従う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

(2) ＦＭＦ 

取扱区域 制限量（ｸﾞﾗﾑ） 

試験セル全体 

 

 

（省略） 

除染セル 

 

 

（省略） 

クリーンセル 

 

 

（省略） 

ラジオグラフィセル 

 

 

（省略） 

金相セル 

 

 

（省略） 

ホットリペア室 

 

 

（省略） 

コンタクトリペア室 

 

 

（省略） 

電顕室 

 

220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

実験室 

 

220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスクカー 

 

 

（省略） 

集合体キャスク 

 

 

（省略） 

キャスク１ 

 

 

（省略） 

キャスク２ 

 

 

（省略） 

キャスク３ 

 

 

（省略） 

キャスク４ 

 

 

（省略） 

【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】 

表 2-3 最大取扱核燃料物質重量（1/3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3 年 6 月 22 日付け）に基づき、

表 2-3 最大取扱核燃料物質重量

の変更に対応する別表の変更で

あり、齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

キャスク５ 

 

 

（省略） 

ＭＭＦキャスク 

 

220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

ＭＭＦキャスク２ 

 

220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

第２試験セル全体 

 

 

（省略） 

第２除染セル 

 

 

（省略） 

ＣＴ検査室 

 

 

（省略） 

（省略） 

注；ＡＧＦ及びＭＭＦのキャスクを使用する場合は、当該キャスクの制限量に従う。 

 

 

 

【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】 

表 2-3 最大取扱核燃料物質重量（2/3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、MMF

キャスクの FMF への移管に伴う表

2-3 最大取扱核燃料物質重量の変

更に対応する別表の変更であり、

齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

別表第４１ 巡視（第６５条、第７７条） 

設備区分 巡視項目 

セル等＊１ 

フード＊１ 

 

 

イ 差圧（フードにあっては吸引状態） 

ロ セルのγ線の線量率 

ハ セルしゃへい扉のインターロック表示確認 

ニ セル内温度モニタ＊２の指示温度 

廃棄物処理設備＊３ 

廃液設備 

廃液処理装置＊４ 

外観点検 

 

 

電源設備 

 

イ 電流 

ロ 電圧 

無停電電源設備＊５ 電圧 

換気設備＊６ フィルタ差圧 

＊１：ＡＧＦ、ＭＭＦ、ＭＭＦ－２、ＦＭＦ、ＷＤＦ及びＪＷＴＦ設備 

＊２：ＡＧＦ設備及びＷＤＦ設備 

＊３：ＪＷＴＦ設備 

＊４：ＡＧＦ設備及びＷＤＦ設備 

＊５：ＡＧＦ、ＭＭＦ、ＭＭＦ－２、ＦＭＦ、ＷＤＦ及びＩＲＡＦ設備 

＊６：管理区域内部の負圧維持のための排気設備に限る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 

別表第４３ 漏えいするおそれのある粉体の核燃料物質の量を抑制するための制限 

（第７４条） 

施設名 制限＊１ 

（１）ＡＧＦ 

 

 

 

 

 

 

 

１.粉体の核燃料物質が発生する切断及び研磨における切断及び

研磨代（以下「切断及び研磨代」という。）の長さは、燃料長さ６

ｍｍ以下＊２ 

２.容器に収納されていない粉体の核燃料物質を扱う際の量（以下

「粉体試料量」という。）は、１５０ｇ以下＊３  

３.上記１項及び２項を同時に行う場合 

            １≦
１５０ｇ

粉体試料量
＋

６ｍｍ

切断及び研磨代
＊３＊２

 

（２）ＭＭＦ 

 

粉体の核燃料物質が発生する脱ミート後の燃料被覆管（以下「脱ミ

ート後燃料被覆管」という。）を扱う際の長さは、被覆管長さ１６

０ｃｍ以下＊４  

（３）ＭＭＦ－２ 

 

１. 燃料の脱ミートは押し出し式に限る。 

２. 脱ミート後燃料被覆管を扱う際の長さは、被覆管長さ３２０

ｃｍ以下＊４ 

（４）ＦＭＦ 切断及び研磨代の長さは、燃料長さ２７９ｍｍ以下＊２ 

 ＊１：施設全体での制限とする。 

 ＊２：「常陽」ＭＫ-Ⅲ内側炉心燃料を基準とし、飛散した核燃料物質を回収して容器に収

納するまでの切断及び研磨代の長さの合計 

 ＊３：ＭＡ酸化物を２０％含む粉体のＭＡ試料を基準とし、扱った粉体の核燃料物質を容

器に収納するまでの合計重量 

 ＊４：「常陽」ＭＫ-Ⅲ内側炉心燃料の燃料被覆管を基準とし、飛散した核燃料物質を回収

して容器に収納するまでの脱ミート後燃料被覆管の長さの合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF,MMF-2 の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

別表第４４ 酸化処理に関する作業における作業員の力量（第７４条の３） 

 

評価項目 

 

移動作業 

バッグイン・

バッグアウト 

作業 

 

酸化処理 

グローブボックス作業 

（No.5ＧＢ） 

 ○ ○ 

グローブボックス作業 

（No.15ＧＢ） 

 ○ ○ 

小型焼成用加熱炉の取扱い   ○ 

液体クロマトグラフィー 

（前処理炉含む。）の取扱い 

  ○ 

核燃料物質等の臨界管理 ○ ○ ○ 

核燃料物質の取扱い ○ ○ ○ 

放射線作業の管理 ○ ○ ○ 

非常の場合に採るべき措置 ○ ○ ○ 

現場作業の安全確保 ○ ○ ○ 

グリーンハウスの設置 ○ ○ ○ 

 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

本文 

２.使用の目的及び方法 

整理番号 使用の目的 

1 

①照射した燃料等及び核燃料物質等（核燃料物質及び

核燃料物質で汚染された物（福島第一原子力発電所内

で採取したコンクリート、金属材料、有機材料及びそ

の他核燃料物質で汚染された物を含む。））（以下「試

料」という。）の照射後試験及び試験を行う。並びにマ

イナーアクチニド核種であるアメリシウム及びネプ

ツニウムを含む燃料（以下「 MA 試料」という。）等の

作製及び試験を行う。  

②燃料研究棟の試料の酸化処理を行う（別添 1 燃料

研究棟のプルトニウム・濃縮ウラン貯蔵容器の開封点

検等に係る使用の方法（照射燃料試験施設）参照）。  

②福島第一原子力発電所内で採取した 1F 燃料デブリ

（溶融した燃料成分が構造材を巻き込みながら固化

した物、切り株状燃料及び損傷ペレットをいう。以下

同じ。）の分析を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、使

用の目的②の変更に対応する別表

の削除であり、齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

 

別図第１ 使用施設等の管理組織（第４条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から材料試験課の

記載を削除するので、許可書と

の齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

別図第４ ＭＭＦ管理区域図（第３１条、第６４条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設番号８：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF の記載を

削除するので、許可書との齟齬

はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

別図第５ ＭＭＦ－２管理区域図（第３１条） 
【施設番号１３：照射材料試験施設変更許可申請書】 

５．予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、

施行令 41 条非該当となったた

め、保安規定から MMF-2 の記載

を削除するので、許可書との齟

齬はない。
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《以下省略》 

 

別図第６ ＦＭＦ管理区域図（第３１条、第６４条） 
 

 

【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】 

図 7-1 1階平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和

3年 6月 22日付け）に基づき、図

7-1 1階平面図の変更に対応する

別図の変更であり、齟齬はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




